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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラと該カメラに接続可能な閃光装置からなる閃光撮影システムであって、
　発光開始を指示する信号を前記カメラから前記閃光装置へ伝達する発光指示端子と、
　端子接続確認信号を前記発光指示端子へ出力する出力手段と、
　前記発光指示端子を介して入力される前記端子接続確認信号を検出する検出手段と、
　前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号を伝達する伝
達端子と、
　前記検出手段により前記端子接続確認信号が検出された場合は、前記カメラと前記閃光
装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしていると判定する接続状態判定手
段とを有し、
　前記検出手段は、前記伝達端子を介して前記端子接続確認信号による接続状態の判定が
可能であることを示す信号の伝達が行われた後に、前記端子接続確認信号を検出すること
を特徴とする閃光撮影システム。
【請求項２】
　前記接続状態判定手段により前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定
の接続状態を満たしていないと判定された場合、警告を行う警告手段を有することを特徴
とする請求項１に記載の閃光撮影システム。
【請求項３】
　閃光装置と接続可能なカメラであって、
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　前記閃光装置へ発光開始を指示する信号を出力する発光指示端子と、
　前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしているか
を判定するための端子接続確認信号を、前記発光指示端子を介して前記閃光装置へ出力す
る出力手段と、
　前記閃光装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信
号が、前記閃光装置から入力される伝達端子とを有し、
　前記出力手段は、前記閃光装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能で
あることを示す信号が、前記閃光装置から入力された後に、前記端子接続確認信号を前記
閃光装置へ出力することを特徴とするカメラ。
【請求項４】
　カメラと接続可能な閃光装置であって、
　前記カメラから発光開始を指示する信号が入力される発光指示端子と、
　前記発光指示端子を介して前記カメラから入力される端子接続確認信号を検出する検出
手段と、
　前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号を前記カメラ
へ出力する伝達端子と、
　前記検出手段により前記端子接続確認信号が検出された場合は、前記カメラと前記閃光
装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしていると判定する接続状態判定手
段とを有することを特徴とする閃光装置。
【請求項５】
　前記接続状態判定手段により前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定
の接続状態を満たしていないと判定された場合に、警告を行う警告手段を有することを特
徴とする請求項４に記載の閃光装置。
【請求項６】
　閃光装置と接続可能なカメラであって、
　前記閃光装置へ発光開始を指示する信号を出力する発光指示端子と、
　前記発光指示端子を介して前記閃光装置から入力される端子接続確認信号を検出する検
出手段と、
　前記閃光装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信
号が、前記閃光装置から入力される伝達端子と、
　前記検出手段により前記端子接続確認信号が検出された場合は、前記カメラと前記閃光
装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしていると判定する接続状態判定手
段とを有し、
　前記検出手段は、前記伝達端子を介して前記端子接続確認信号による接続状態の判定が
可能であることを示す信号が入力された後に、前記端子接続確認信号を検出することを特
徴とするカメラ。
【請求項７】
　カメラと接続可能な閃光装置であって、
　前記カメラから発光開始を指示する信号が入力される発光指示端子と、
　前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしているか
を判定するための端子接続確認信号を、前記発光指示端子を介して前記カメラへ出力する
出力手段と、
　前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号を前記カメラ
へ出力する伝達端子とを有することを特徴とする閃光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラと閃光装置間の発光開始信号を伝えるシンクロ端子の接続不良の判定
に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来のカメラと閃光装置間の接続確認動作は、カメラと閃光装置間で通信（交信）を行
うことにより、通信を行う為の接続端子部が正常に接続されているかを検出するものであ
った（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－８９３２８号公報（段落「０００３」、「００４０」～「
００４９」、図７等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記従来例は、発光開始信号を伝えるシンクロ端子と通信を行う為の接
続端子部とが独立しているカメラと閃光装置の接続形態において、通信を行う接続端子部
のみが正常に接続され、シンクロ端子が接続不良状態にある場合、後者の接続不良につい
てはその検出が出来ないといった課題があった。この場合、撮影時に閃光装置は発光せず
、撮影された写真は露出アンダーとなってしまうことになってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる閃光撮影システムは、カメラと該カメラに
接続可能な閃光装置からなる閃光撮影システムであって、発光開始を指示する信号を前記
カメラから前記閃光装置へ伝達する発光指示端子と、端子接続確認信号を前記発光指示端
子へ出力する出力手段と、前記発光指示端子を介して入力される前記端子接続確認信号を
検出する検出手段と、前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示
す信号を伝達する伝達端子と、前記検出手段により前記端子接続確認信号が検出された場
合は、前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしてい
ると判定する接続状態判定手段とを有し、前記検出手段が、前記伝達端子を介して前記端
子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号の伝達が行われた後に
、前記端子接続確認信号を検出することを特徴とする。
【０００５】
　また、上記課題を解決するために、本発明にかかるカメラは、閃光装置と接続可能なカ
メラであって、前記閃光装置へ発光開始を指示する信号を出力する発光指示端子と、前記
カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしているかを判定
するための端子接続確認信号を、前記発光指示端子を介して前記閃光装置へ出力する出力
手段と、前記閃光装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを
示す信号が、前記閃光装置から入力される伝達端子とを有し、前記出力手段が、前記閃光
装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号が、前記
閃光装置から入力された後に、前記端子接続確認信号を前記閃光装置へ出力することを特
徴とする。
【０００６】
　また、上記課題を解決するために、本発明にかかる閃光装置は、カメラと接続可能な閃
光装置であって、前記カメラから発光開始を指示する信号が入力される発光指示端子と、
前記発光指示端子を介して前記カメラから入力される端子接続確認信号を検出する検出手
段と、前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号を前記カ
メラへ出力する伝達端子と、前記検出手段により前記端子接続確認信号が検出された場合
は、前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしている
と判定する接続状態判定手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、上記課題を解決するために、本発明にかかるカメラは、閃光装置と接続可能なカ
メラであって、前記閃光装置へ発光開始を指示する信号を出力する発光指示端子と、前記
発光指示端子を介して前記閃光装置から入力される端子接続確認信号を検出する検出手段
と、前記閃光装置が前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す
信号が、前記閃光装置から入力される伝達端子と、前記検出手段により前記端子接続確認
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信号が検出された場合は、前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接
続状態を満たしていると判定する接続状態判定手段とを有し、前記検出手段が、前記伝達
端子を介して前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号が
入力された後に、前記端子接続確認信号を検出することを特徴とする。
【０００８】
　また、上記課題を解決するために、本発明にかかる閃光装置は、カメラと接続可能な閃
光装置であって、前記カメラから発光開始を指示する信号が入力される発光指示端子と、
前記カメラと前記閃光装置とが前記発光指示端子にて所定の接続状態を満たしているかを
判定するための端子接続確認信号を、前記発光指示端子を介して前記カメラへ出力する出
力手段と、前記端子接続確認信号による接続状態の判定が可能であることを示す信号を前
記カメラへ出力する伝達端子とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、閃光装置を実際に発光させることなく、カメラ側と閃光装置側それぞ
れの発光指示端子の接続確認を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下の実施例１ないし実施例３に示す通りである。
【実施例１】
【００１２】
　図１は本発明の実施例１に係わるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図であり
、まず、カメラ側の構成について説明する。同図において、１１０はカメラの動作制御及
び各種の判定を行うカメラマイコン、１１１はカメラ側の表示装置である。１１２は、シ
ンクロ端子（Ｘ（Ｘ＿ＯＮ）端子）をＯＮさせることにより、閃光装置に発光開始信号を
伝え発光させる為のスイッチング（ＳＷ）素子である。１２０はカメラと閃光装置の接続
端子部であり、カメラから閃光装置へデータ通信クロックを送信するＣＬＫ端子、ＣＬＫ
端子のクロックに同期してカメラから閃光装置へのデータを送信するＤＣＳ端子、ＣＬＫ
端子のクロックに同期して閃光装置からカメラへのデータを送信するＤＳＣ端子、カメラ
と閃光装置のＧＮＤを接続するＧＮＤ端子、閃光装置への発光開始信号を伝えるＸ（シン
クロ）端子で構成される。前記Ｘ端子には、ダイオード１１４のカソードが接続され、該
ダイオード１１４、スイッチング素子１１５、抵抗１１３を介して、シンクロ端子接続確
認信号としての所定電圧が印加される。前記スイッチング素子１１５は、カメラマイコン
１１０のＯＮ端子に接続され、該カメラマイコン１１０によりＯＮ，ＯＦＦが制御される
。
【００１３】
　次に、閃光装置側の構成について説明する。１００は閃光装置の動作制御及び各種の判
定を行う閃光装置マイコン、１０１は電源である電池、１０２は電池電圧を数百Ｖに昇圧
する昇圧回路、１０３は昇圧回路１０２により昇圧された電気エネルギーを蓄える主コン
デンサ、１０５は主コンデンサ１０３に蓄えられた電気エネルギーを光に変換する放電管
、１０４は放電管１０５の発光開始時に数ｋＶの高電圧を印加して該放電管１０５を励起
させるトリガ回路、１０６は放電管１０５の発光を制御するＩＧＢＴ等のスイッチング素
子で構成された発光制御回路、１０７は閃光装置側の表示装置である。
【００１４】
　閃光装置マイコン１００において、カメラとの接続端子部のうち、Ｘ（シンクロ）端子
は、閃光装置マイコン１００に内蔵の不図示のＡＤコンバータ（アナログ信号をデジタル
信号に変換する回路）の入力端子であるＡＤ端子に接続され、このＸ端子の電圧をＡＤ変
換することにより、カメラからのシンクロ端子接続確認信号の電圧をモニタすることが可
能である。
【００１５】
　カメラマイコン１１０は、不図示であるカメラのレリーズスイッチの第１ストローク（
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第１段までの押圧）がなされると、シンクロ端子接続確認のルーチンをコールする。この
シンクロ端子接続確認ルーチンを、図２のフローチャートにしたがって説明する。
【００１６】
　カメラマイコン１１０は、ステップＳ１０１より動作を開始し、まずステップＳ１０２
において、カメラと閃光装置の接続端子部１２０のうち、ＣＬＫ端子、ＤＣＳ端子、ＤＳ
Ｃ端子を用いて閃光装置マイコン１００と通信を行い、閃光装置がシンクロ端子接続確認
機能に対応しているかを判定する。この結果、対応していればステップＳ１０３へ進み、
ＯＮ端子をＨ（ハイレベルを意味する）に設定してスイッチング素子１１５をＯＮさせ、
所定電圧をダイオード１１４を介して閃光装置のＸ端子に印加する。一方、閃光装置がシ
ンクロ端子接続確認機能に対応していないことを判定した場合は、カメラマイコン１１０
はステップＳ１０４へ進み、ＯＮ端子をＬ（ローレベルを意味する）に設定してスイッチ
ング素子１１５をＯＦＦさせ、閃光装置のＸ端子へは所定電圧の印加は行わない。
【００１７】
　カメラマイコン１００は、次のステップＳ１０５にてカメラ側のシンクロ端子接続確認
ルーチンを終了する。
【００１８】
　なお、シンクロ端子接続確認ルーチンのコールを、レリーズスイッチの第１ストローク
と同期させていたが、これに限定されず、レリーズスイッチの第２のストローク（第2段
までの押圧）がなされた場合、カメラの電源スイッチがＯＮされた場合、閃光装置の装着
検出スイッチが装着を検出した場合、その他、カメラ、閃光装置を起動させる手段に同期
するもの、更には接続確認専用の操作手段に同期するものであっても構わない。
【００１９】
　次に、閃光装置側の閃光装置マイコン１００における通信動作及びシンクロ端子接続確
認時の処理について、図３のフローチャートにしたがって説明する。
【００２０】
　閃光装置マイコン１００は、カメラマイコン１１０からＣＬＫ端子を通じて１バイト分
クロックが入力されると、通信割込み処理を発生し、ステップＳ２００よりこの処理を開
始する。そして、ステップＳ２０１にて、カメラマイコン１１０からの通信がカメラの機
能情報の通信かどうかを判定し、カメラの機能情報の通信でなければステップＳ２０２へ
進む。そして、ステップＳ２０２では、カメラマイコン１１０からの通信が、閃光装置が
シンクロ端子接続確認機能に対応しているかのチェックコマンド（図２のステップＳ１０
２においてカメラマイコン１１０が送信したデータ）であるかを判定し、そうであればス
テップＳ２０８へ進み、そうでなければステップＳ２０３へ進む。
【００２１】
　閃光装置がシンクロ端子接続確認機能に対応しているかのチェックコマンドでない場合
は上記のようにステップＳ２０３へ進み、その他の通信処理を行い、ステップＳ２０４で
通信割込み処理を終了する。一方、閃光装置がシンクロ端子接続確認機能に対応している
かのチェックコマンドであった場合は上記のようにステップＳ２０８へ進み、カメラマイ
コン１１０に、閃光装置がシンクロ端子接続確認機能に対応していることを返信する。そ
して、次のステップＳ２０４で通信割込み処理を終了する。
【００２２】
　また、上記ステップＳ２０１にて、カメラマイコン１１０からの通信がカメラの機能情
報の通信であると判定した場合はステップＳ２０５へ進み、ここではカメラがシンクロ端
子接続確認機能に対応しているかの判定を行う。対応していなければステップＳ２０６へ
進み、ＴＥＳＴ＿ＦＬＧ＝０（シンクロ端子接続確認機能対応カメラでない）とし、一方
、対応していればステップＳ２０７へ進み、ＴＥＳＴ＿ＦＬＧ＝１（シンクロ端子接続確
認機能対応カメラである）とする。その後は、いずれもステップＳ２０４へ進んで通信割
込み処理を終了する。
【００２３】
　次に、閃光装置の一般的な動作時の閃光装置マイコン１００での処理について、図４の
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フローチャートにしたがって説明する。
【００２４】
　不図示の閃光装置の電源スイッチがＯＮされると、閃光装置マイコン１００は、ステッ
プＳ２１０より動作を開始し、まずステップＳ２１１にて、ＣＨＧ端子をＨに設定し、昇
圧回路１０２を動作させる。そして、次のステップＳ２１２にて、ＴＥＳＴ＿ＦＬＧが１
かどうかを判定し、１であれば（シンクロ端子接続確認機能対応カメラであれば）ステッ
プＳ２１６に進む。一方、ＴＥＳＴ＿ＦＬＧが１でなけばステップＳ２１３へ進み、閃光
装置の他の動作処理を行う。そして、次のステップＳ２１４にて、不図示の電源スイッチ
がＯＦＦされたかを検出し、ＯＦＦであればステップＳ２１５でこの処理を終了し、ＯＦ
ＦでなければステップＳ２１２へ戻る。
【００２５】
　上記ステップＳ２１２にて、ＴＥＳＴ＿ＦＬＧが１であることを判定した場合は上記の
ようにステップＳ２１６へ進み、閃光装置マイコン１００は、カメラ側からＡＤ端子に印
加される電圧をＡＤ変換する。そして、次のステップＳ２１７にて、上記ステップＳ２１
６においてＡＤ変換した値が所定値以上であるかの判定、つまりカメラと閃光装置間のＸ
端子が正常に接続され、カメラからのシンクロ端子接続確認信号である所定電圧が印加さ
れているかの判定を行い、所定値以上であればカメラと閃光装置間のＸ端子が正常に接続
されているとして前述のステップＳ２１４へ進む。一方、ＡＤ変換した値が所定値より低
く、カメラと閃光装置間のＸ端子がゴミ等により正常に接続されていないと判定した場合
はステップＳ２１８へ進み、表示装置１０７に、Ｘ端子接続の異常を撮影者に報知するた
めに警告表示を行わせる。なお、ここでの表示は、充電完了を報知するものであっても構
わない。その後は前述のステップＳ２１４以降の動作へと進む。
【００２６】
　上記実施例１によれば、カメラ側には、閃光装置に発光開始信号を伝えるシンクロ端子
（Ｘ端子）と、シンクロ端子接続確認信号である所定電圧を印加する手段（ダイオード１
１４、スイッチング素子１１５、抵抗１１３、カメラマイコン１１０内の図２のステップ
Ｓ１０３の動作を行う部分）とを備え、閃光装置側には、カメラからの発光開始信号を受
けるシンクロ端子（Ｘ端子）と、このシンクロ端子にカメラから印加されるシンクロ端子
接続確認信号である所定電圧を検出する検出手段（閃光装置内の不図示のＡＤコンバータ
、閃光装置マイコン１００内の図4のステップＳ２１６，Ｓ２１７の動作を行う部分）と
、この検出手段が所定電圧を検出した場合はカメラ側のシンクロ端子と閃光装置側シンク
ロ端子の接続が正常と判定し、検出できない場合は前記接続が異常であることを判定する
手段（閃光装置マイコン１００内の図４のステップＳ２１７→Ｓ２１４又はＳ２１７→Ｓ
２１８の動作を行う部分）とを備えた構成にしているので、実際に閃光装置を発光させな
くとも、カメラ側と閃光装置側それぞれのシンクロ端子の接続確認が可能となる。つまり
、Ｘ端子以外の、通信を行う接続端子部１２０が正常に接続されていることのみならず、
シンクロ端子の接続状態が正常であるも確認することができる。
【００２７】
　また、カメラ側シンクロ端子と閃光装置側シンクロ端子の接続が異常である場合は、表
示装置１０７にて警告表示を行う（（閃光装置マイコン１００内の図４のステップＳ２１
８の動作を行う部分）ようにしているので、使用者にその異常を容易に認識させることが
できる。
【実施例２】
【００２８】
　図５は、本発明の実施例２に係わるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図であ
り、まず、カメラ側の構成について説明する。同図において、３１０はカメラの動作制御
及び各種の判定を行うカメラマイコン、３１１はカメラ側の表示装置である。３１２は、
シンクロ端子（Ｘ（Ｘ＿ＯＮ）端子）をＯＮさせることにより、閃光装置に発光開始信号
を伝え発光させる為のスイッチング（ＳＷ）素子である。３２０はカメラと閃光装置の接
続端子部であり、カメラから閃光装置へデータ通信クロックを送信するＣＬＫ端子、ＣＬ
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Ｋ端子のクロックに同期してカメラから閃光装置へのデータを送信するＤＣＳ端子、ＣＬ
Ｋ端子のクロックに同期して閃光装置からカメラへのデータを送信するＤＳＣ端子、カメ
ラと閃光装置のＧＮＤを接続するＧＮＤ端子、閃光装置への発光開始信号を伝えるＸ端子
で構成される。前記Ｘ端子とカメラマイコン３１０に内蔵の不図示のＡＤ変換コンバータ
の入力端子であるＡＤ端子は、スイッチング（ＳＷ）素子３１４を介して接続される。前
記スイッチング素子３１４は、カメラマイコン３１０のＡＤ＿ＯＮ端子に接続され、ＯＮ
，ＯＦＦが制御される。３１３はカメラマイコン３１０のＡＤ端子に接続される抵抗であ
る。
【００２９】
　次に、閃光装置側の構成について説明する。３００は閃光装置の動作制御及び各種の判
定を行う閃光装置マイコン、３０１は電源である電池、３０２は電池電圧を数百Ｖに昇圧
する昇圧回路、３０３は昇圧回路３０２により昇圧された電気エネルギーを蓄える主コン
デンサ、３０５は主コンデンサ３０３に蓄えられた電気エネルギーを光に変換する放電管
、３０４は放電管３０５の発光開始時に数ｋＶの高電圧を印加して該放電管３０５を励起
させるトリガ回路、３０６は放電管３０５の発光を制御するＩＧＢＴ等のスイッチング素
子で構成された発光制御回路、３０７は閃光装置側の表示装置である。
【００３０】
　閃光装置マイコン３００において、カメラとの接続端子部のうち、Ｘ端子には抵抗３０
８を介して所定電圧が印加され、これが閃光装置からカメラへのシンクロ端子接続確認信
号として動作する。その他の閃光装置の構成は、上記実施例１の閃光装置（図１参照）と
同様であり、また動作についても同様であるのでその詳細は省略する。
【００３１】
　カメラマイコン３１０は、不図示であるカメラのレリーズスイッチの第１ストロークが
なされると、シンクロ端子接続確認のルーチンをコールする。このシンクロ端子接続確ル
ーチンを、図６のフローチャートにしたがって説明する。
【００３２】
　カメラマイコン３１０は、ステップＳ３０１より動作を開始し、まずステップＳ３０２
にて、カメラと閃光装置の接続端子部のうち、ＣＬＫ端子、ＤＣＳ端子、ＤＳＣ端子を用
いて閃光装置マイコン３００と通信を行い、閃光装置がシンクロ端子接続確認機能に対応
しているかを判定する。この結果、対応していなければステップＳ３０３へ進み、ここで
はＡＤ＿ＯＮ端子をＬに設定してスイッチング素子３１４をＯＦＦさせ、ステップＳ３０
４へ進んでカメラ側のシンクロ端子接続確認ルーチンを終了する。
【００３３】
　また、上記ステップＳ３０２にて、閃光装置がシンクロ端子接続確認機能に対応してい
ることを判定した場合は、カメラマイコン３１０はステップＳ３０５へ進み、ＡＤ＿ＯＮ
端子をＨに設定してスイッチング素子３１４をＯＮさせ、次のステップＳ３０６にて、閃
光装置からカメラと閃光装置間のＸ端子に印加され、前記スイッチング素子３１４を介す
るシンクロ端子接続確認信号である所定電圧を検出するためにＡＤ端子に印加される電圧
をＡＤ変換する。
【００３４】
　次のステップＳ３０７では、上記ステップＳ３０６でＡＤ変換した値が所定電圧以上か
否かを判定し、所定値以上と判定、つまりカメラと閃光装置間のＸ端子の接続が正常に接
続されていると判定した場合はステップＳ３０８へ進むが、所定電圧未満と判定、つまり
カメラと閃光装置間のＸ端子の接続が異常であると判定した場合はステップＳ３０９へ進
む。ステップＳ３０９へ進むと、カメラと閃光装置間のＸ端子接続の異常を表示装置３１
１で報知する。なお、表示装置３１１での警告表示は、閃光装置の充電完了表示を行わな
い、または点滅させるなどでも構わない。次のステップＳ３０８では、ＡＤ＿ＯＮ端子を
Ｌにしてスイッチング素子３１４をＯＦＦさせる。そして、ステップＳ３０４へ進み、カ
メラ側のシンクロ端子接続確認ルーチンを終了する。
【００３５】
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　なお、シンクロ端子接続確認ルーチンのコールを、レリーズスイッチの第１ストローク
と同期させていたが、これに限定されず、レリーズスイッチの第２のストローク（第2段
までの押圧）がなされた場合、カメラの電源スイッチがＯＮされた場合、閃光装置の装着
検出スイッチが装着を検出した場合、その他、カメラ、閃光装置を起動させる手段に同期
するもの、更には接続確認専用の操作手段に同期するものであっても構わない。
【００３６】
　上記実施例２によれば、閃光装置側には、カメラからの発光開始信号を受ける閃光装置
側シンクロ端子（Ｘ端子）と、このシンクロ端子にシンクロ端子接続確認信号である所定
電圧を印加する手段（抵抗３０８）とを備え、カメラ側には、閃光装置に発光開始信号を
伝えるシンクロ端子（Ｘ端子）と、このシンクロ端子に対して閃光装置から印加されるシ
ンクロ端子接続確認信号である所定電圧を検出する検出手段（スイッチング素子３１４、
抵抗３１３、カメラマイコン３１０内の図６のステップＳ３０５，Ｓ３０６の動作を行う
部分）と、この検出手段が所定電圧を検出した場合はカメラ側のシンクロ端子と閃光装置
側のシンクロ端子の接続が正常であると判定し、検出できない場合は接続が異常であるこ
とを判定する手段（カメラマイコン３１０内の図６のステップＳ３０７→Ｓ３０８又はＳ
３０７→Ｓ３０９の動作を行う部分）とを備えた構成にしているので、実際に閃光装置を
発光させなくとも、シンクロ端子の接続確認をすることが可能となる。
【００３７】
　また、カメラ側シンクロ端子と閃光装置側シンクロ端子の接続が異常である場合は、表
示装置３１１にて警告表示を行う（カメラマイコン３１０内の図６のステップＳ３０９の
動作を行う部分）ようにしているので、使用者にその異常を容易に認識させることができ
る。
【００３８】
　さらに上記構成によれば、カメラと閃光装置間のＸ端子に高電圧が印加される閃光装置
（以下、高圧閃光装置）が接続された場合でも、シンクロ端子接続確認機能対応のこの種
の閃光装置が接続された場合のみ、スイッチング素子３１４がＯＮするように作用するの
で、対応不能なカメラマイコンのAＤ端子に高電圧が印加されるといったことがなく、カ
メラマイコンの保護をすることが可能である。
【実施例３】
【００３９】
　図７は、本発明の実施例３に係わるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図であ
り、まずカメラ側の構成について説明する。同図において、４１０はカメラマイコン、４
１１はカメラ側の表示装置、４１２はスイッチング素子であり、これらは上記実施例１，
２と同様の構成である。４２０はカメラと閃光装置の接続端子部であり、カメラと閃光装
置のＧＮＤを接続するＧＮＤ端子、カメラから閃光装置への発光開始信号を伝えるＸ端子
で構成される。４１３と４１４はＸ端子とＧＮＤ間に接続される抵抗であり、その分圧点
はカメラマイコン４１０のＡＤ端子と接続されている。４１５はＸ端子とＧＮＤ間に接続
されるツェナーダイオードである。
【００４０】
　前記ツェナーダイオード４１５は、カメラと閃光装置の接続端子部４２０のうち、Ｘ端
子に、高圧閃光装置等により高電圧（数百Ｖ）が印加された場合に、カメラマイコン４１
０のＡＤ端子が所定電圧以上になることを防止する。つまり、カメラマイコン４１０が高
電圧に対応するものでなくても、ＡＤ端子に高電圧が印加されて該カメラマイコン４１０
が破壊されてしまうことを防止可能にしている。
【００４１】
　次に、閃光装置側の構成について説明する。４００は閃光装置の動作制御及び各種の判
定を行う閃光装置マイコン、４０１は電源である電池、４０２は電池電圧を数百Ｖに昇圧
する昇圧回路、４０３は昇圧回路４０２により昇圧された電気エネルギーを蓄える主コン
デンサ、４０５は主コンデンサ４０３に蓄えられた電気エネルギーを光に変換する放電管
、４０４は放電管４０５の発光開始時に数ｋＶの高電圧を印加して該放電管４０５を励起
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させるトリガ回路、４０６は放電管４０５の発光を制御するＩＧＢＴ等のスイッチング素
子で構成された発光制御回路、４０７は閃光装置側の表示装置である。
【００４２】
　閃光装置マイコン４００において、カメラとの接続端子部４２０のうち、Ｘ端子には抵
抗４０８を介して所定電圧が印加され、これが閃光装置からカメラへのシンクロ端子接続
確認信号として動作する。この閃光装置の構成は、上記実施例２（図５）と同様であり、
また動作についても同様であるのでその詳細は省略する。
【００４３】
　カメラマイコン４１０は、不図示であるカメラのレリーズスイッチの第１ストロークが
なされると、シンクロ端子接続確認のルーチンをコールする。このシンクロ端子接続確ル
ーチンを、図８のフローチャートにしたがって説明する。
【００４４】
　カメラマイコン４１０は、ステップＳ４０１より動作を開始し、まずステップＳ４０２
にて、カメラと閃光装置間のＸ端子のシンクロ端子接続確認信号である所定電圧を検出す
るために、抵抗４０８を介しての閃光装置からＡＤ端子へ印加される電圧（抵抗４１３と
４１４の分圧電圧）をＡＤ変換する。そして、次のステップＳ４０３にて、上記ステップ
Ｓ４０２でＡＤ変換した値が第１の所定電圧以上かを判定、つまりカメラと閃光装置間の
Ｘ端子の接続が正常であるかを判定し、正常であればステップＳ４０４に進む。一方、第
１の所定電圧未満と判定した場合、つまりカメラと閃光装置間のＸ端子の接続が異常であ
ると判定した場合はステップＳ４０６へ進み、表示装置４１１にて接続が異常であること
を示す警告表示を行い、その後はステップＳ４０５へ進む。なお、前記表示装置４１１で
の警告表示は、閃光装置の充電完了表示を行わない、または点滅させるなどでも構わない
。
【００４５】
　また、上記ステップＳ４０３にて、カメラと閃光装置間のＸ端子の接続が正常であると
してステップＳ４０４へ進むと、ここでは上記ステップＳ４０２でＡＤ変換した値が第２
の所定値（第２の所定値＞第１の所定値）以上であるかを判定、つまりＸ端子に数百Ｖの
高電圧が印加される高圧閃光装置が接続されたかを判定し、そうであればステップＳ４０
７へ進み、そうでなければ（第２の所定値未満ならば）ステップＳ４０５へ進む。ステッ
プＳ４０７へ進むと、表示装置４１１にて高圧閃光装置が接続されたことを示す警告表示
を行い、ステップＳ４０５へ進む。
【００４６】
　ステップＳ４０５では、カメラ側のシンクロ端子接続確認のルーチンを終了する。
【００４７】
　なお、シンクロ端子接続確認ルーチンのコールを、レリーズスイッチの第１ストローク
と同期させていたが、これに限定されず、レリーズスイッチの第２のストローク（第2段
までの押圧）がなされた場合、カメラの電源スイッチがＯＮされた場合、閃光装置の装着
検出スイッチが装着を検出した場合、その他、カメラ、閃光装置を起動させる手段に同期
するもの、更には接続確認専用の操作手段に同期するものであっても構わない。
【００４８】
　上記実施例３によれば、閃光装置側には、カメラからの発光開始信号を受ける閃光装置
側シンクロ端子（Ｘ端子）と、このシンクロ端子にシンクロ端子接続確認信号である所定
電圧を印加する手段（抵抗４０８）とを備え、カメラ側には、閃光装置に発光開始信号を
伝えるシンクロ端子（Ｘ端子）と、このシンクロ端子に対して閃光装置から印加されるシ
ンクロ端子接続確認信号である所定電圧を検出する検出手段（抵抗４１３，４１４、カメ
ラマイコン４１０内の図８のステップＳ４０２の動作を行う部分）と、この検出手段がシ
ンクロ端子接続確認信号を検出した場合はカメラ側のシンクロ端子と閃光装置側のシンク
ロ端子の接続が正常であると判定し、検出できない場合は接続が異常であることを判定す
る手段（カメラマイコン４１０内の図６のステップＳ４０３→Ｓ４０６又はＳ４０３→Ｓ
４０４の動作を行う部分）とを備えた構成にしているので、実際に閃光装置を発光させな
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くとも、シンクロ端子の接続確認をすることが可能となる。
【００４９】
　また、カメラ側シンクロ端子と閃光装置側シンクロ端子の接続が異常である場合は、表
示装置３１１にて警告表示を行う（カメラマイコン４１０内の図８のステップＳ４０６の
動作を行う部分）ようにしているので、使用者にその異常を容易に認識させることができ
る。
【００５０】
　さらに、カメラと閃光装置のＸ端子に数百Ｖの高電圧が印加される高圧閃光装置が接続
された場合（カメラマイコン４１０内の図６のステップＳ４０４のＹＥＳ）でも、ツェナ
ーダイオード４１５によりカメラマイコン４１０の保護をすることが可能である。更に、
高圧閃光装置が接続された警告表示（表示装置４１１、カメラマイコン４１０内の図６の
ステップＳ４０７の動作を行う部分）も可能となる。更にまた、抵抗４１３，４１４、ツ
ェナーダイオード４１５の値を適切な値とすることにより、カメラと閃光装置のＸ端子に
、数十Ｖが印加される中電圧の閃光装置に対しても、正常に動作させることが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施例１におけるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施例１におけるシンクロ端子接続確認時のカメラ側の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図３】本発明の実施例１におけるシンクロ端子接続確認時の閃光装置側の動作を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の実施例１における閃光装置の一般動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施例２におけるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図である
。
【図６】本発明の実施例２におけるシンクロ端子接続確認時のカメラ側の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図７】本発明の実施例３におけるカメラと閃光装置の回路構成を示すブロック図である
。
【図８】本発明の実施例３におけるシンクロ端子接続確認時のカメラ側の動作を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００５２】
　１００，３００，４００　閃光装置マイコン
　１０３，３０３，４０３　主コンデンサ
　１０５，３０５，４０５　放電管
　１０７，３０７，４０７　表示装置
　１１０，３１０，４１０　カメラマイコン
　１１１，３１１，４１１　表示装置
　１１２，３１２，４１２　スイッチング素子
　１１３，３１３，３０８　抵抗
　１１４　　　　　　　　　ダイオード
　３１４　　　　　　　　　スイッチング素子
　４０８，４１３，４１４　抵抗
　４１５　　　　　　　　　ツェナーダイオード
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